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はじめに 

平成 19 年４月に、文部科学省より「アレルギー疾患に対する調査研究報告

書」が発表され、学校や学級にアレルギー疾患のある子供がいるという前提

に立った学校の取組が必要であるとの認識が示されました。また、アレルギ

ー疾患の子供に対して、学校が医師の指示に基づき、必要な教育上の配慮を

行うことができる仕組みづくりについても提言されました。 

  

  その後、平成 20 年３月に文部科学省監修のもと、日本学校保健会から「学

校のアレルギー疾患に対する取組ガイドライン」及び「学校生活指導管理票

（アレルギー疾患用）」が作成され、各学校等に通知しました。これらをもと

に、児童生徒のアレルギー疾患に関して、正しい知識に基づき、学校と保護

者との間で円滑に意思疎通が行えるようになり、学校の実態と子供の状況に

合わせて、取組が進められております。 

 

こうした中、平成 21 年７月には、救急救命処置の範囲等が一部改正され、

アナフィラキシーショックで生命が危険な状態にある疾病者について、救急

救命士による「エピペン」の使用が可能になったほか、文部科学省からは、

「救命の現場に居合わせた教職員が、「エピペン」を自ら注射できない本人

に代わって注射することは，反復継続する意図がないものと認められるため、

医師法違反にならないと考えられる（平成 21 年７月 30 日付け２１ス学健第

３号）」との見解が示されました。 

また、平成 23 年９月から、「エピペン」を保険診療で処方をすることがで

きるようになり、今後は、学校に持参する子供の増加が想定されています。 

 

  そこで、山梨県教育委員会では、「学校のアレルギー疾患に対する取組ガイ

ドライン」及び「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」に基づき、学校

で安全に、安心して学校生活を送ることができるよう、その対応をまとめま

した。また、マニュアルと様式については、ホームページにものせ、必要な

様式例等をダウンロードして活用できるようにしました。 

 

  これらを活用することで、アレルギー疾患のある児童生徒への対応が、学

校、保護者、主治医、関係機関等と連携を図る中で、より一層適切に行える

ことと願っております。 

     

結びに、本資料の作成にあたって、監修いただいた 財団法人 山梨県医

師会及び小児科医会、山梨県医師会学校医委員会、山梨県小児科医会アレル

ギー委員会そして、御協力いただいた学校関係者の皆様に厚く御礼申し上げ

ます。 
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